
環境衛生関係業務四半期報作成要領  

 

１  環境衛生関係業務四半期報  

 「環境衛生関係業務四半期報」は、興行場、旅館、公衆浴場、確認

三法（理容所、美容所、クリーニング所）、免許関係（理容師、美容

師、クリーニング師及びクリーニング従事者）、墓地等、特定建築物、

建築物管理事業登録、遊泳用プール及び温泉とする。  

２  報告期日  

第１四半期（４月～６月）   ･･･  ７月１０日まで  

第２四半期（７月～９月）   ･･･ １０月１０日まで  

第３四半期（１０月～１２月） ･･･   １月１０日まで  

第４四半期（１月～３月）   ･･･  ４月１０日まで  

３  報告方法  

（１）保健所環境衛生課は、原則として、当該四半期の報告月の１０日

までに保健所長の決裁を終えておくものとする。  

（２）生活衛生課は 、決裁を終えた旨の連絡を受けた後に 、システムか

ら帳票を印刷するものとする（温泉を除く）。また 、１５日までに

千葉県健康福祉部衛生指導課に報告するものとする。  

４  注意事項  

（１）共通事項  

ア  作成方法（フロー）のとおりに作成すると、件数等は自動計算

されるが、業種ごとに直接入力する項目があるので、注意するこ

と。  

『直接入力項目』  

興行場：告発件数、許可取消、営業停止  

旅館：告発件数、許可取消、営業停止、措置・改善命令数  

公衆浴場：告発件数、許可取消、営業停止  

確認三法：告発件数、閉鎖命令、営業停止、措置・改善命令数  

     クリーニング無店舗取次店の施設数  

免許関係：業務停止、報告及びその他連絡事項  

墓地等：全部（施設数は、１つ前の四半期が反映される。）  

特定建築物：処分等の件数（改善命令、改善勧告、使用停止・  

      制限）  

イ  各業種の情報入力画面の「廃止日（廃止年月日）」については 、

当該廃止届を受理した日付を入力すること。（廃止届の廃止年月

日を入力すると、過去にさかのぼって四半期の数が変わってしま

うことがある。）  

ウ  「指導票交付」は、興行場、旅館、公衆浴場、確認三法につい

ては、「千葉市環境衛生関係営業施設監視指導実施要領」に基づ

く「環境衛生監視指導票」を交付した施設数とする。  



（２）興行場  

ア  「常設興行場」は、「映画館、スポーツ施設、ストリップ、そ

の他」の種別に分類する。「その他」とは 、映画館、スポーツ施

設及びストリップ以外のものであって、演劇、音楽及び演芸等の

施設数をいう。  

イ  「仮設興行場」とは、１年以内の期間を定めて行う興行場をい

う。また、仮設興行場の廃止については、許可した興行期間中を

経過した時点、又は廃止届が提出された場合に廃止として取り扱

うものとする。  

ウ  「許可取消」及び「営業停止」には、興行場法（昭和２３年法

律第１３７号）第６条に基づく許可の取消及び営業停止の処分を

行った件数を計上する。  

（３）旅館  

ア  旅館は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条の「旅

館・ホテル」、「簡易宿所」及び「下宿」の種別に分類する。  

イ  「季節的宿泊施設」は、旅館・ホテル及び簡易宿所について、

それぞれ再掲する。  

ウ  「許可取消」及び「営業停止」には、旅館業法第８条に基づく

許可の取消及び営業停止の処分を行った件数を計上する。  

エ  「措置・改善命令数」には、旅館業法第７条の２に基づく措置

命令を行った件数を計上する。  

（４）公衆浴場  

ア  「公営」と「民営」に分類する。「公営」とは 、国又は地方公

共団体が経営主体であるものをいい、「民営」とは 、公営以外の

ものであって 、法人又は個人等が経営主体となっているものをい

う。  

イ  「公営」は 、「一般公衆浴場」及び「その他の公衆浴場」に 、

民営は 、「一般公衆浴場」及び「その他の 浴場」（「個室付浴場」、

「ヘルスセンター」、「サウナ風呂」、「スポーツ施設」及び「その

他」）の種別に分類する。  

ウ  「一般公衆浴場」とは 、当該入浴料金が「公衆浴場入浴料金の

統制額の指定等に関する省令（昭和３２年厚生省令第３８号）」

に基づき、知事が定める額である公衆浴場をいう。  

エ  「個室付浴場」とは 、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に

関する法律（昭和２３年法律第１２２号）」第２条第６項第１号

に規定する営業の施設をいう。  

オ  「ヘルスセンター」とは、入浴施設の他に休憩施設、娯楽施設、

食堂又は喫茶室を設ける等、娯楽又は休憩を享受させる営業を行

っている浴場の施設をいう。  

カ  「サウナ風呂」とは、熱気を直接使用する入浴施設を主として



利用させる施設をいう。  

キ  「スポーツ施設」とは、スポーツジム、ゴルフ場等のスポーツ

施設に付属する公衆浴場をいう。  

ク  「その他」とは、前記ウ～キに該当しない施設をいう。  

ケ  「許可取消」及び「営業停止」には、公衆浴場法（昭和２３年

法律第１３９号）第７条に基づく許可の取消及び営業停止の処分

を行った件数を計上する。  

（５）確認三法  

『理容所及び美容所』  

ア  閉鎖命令には、理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１４

条第１項及び美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１５条第

１項に基づく閉鎖命令を行った件数を計上する。  

『クリーニング所』  

ア  クリーニング営業は 、「クリーニング所」、「取次所」及び「無

店舗取次店」に分類する。  

イ  「取次所」とは、洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニ

ング所をいう。  

ウ  「クリーニング所」のうち、「リネンサプライ業」及び「特定

洗濯物取扱施設」は、それぞれ再掲する。なお、「リネンサプラ

イ業」及び「特定洗濯物取扱施設」のいずれにも該当するものは 、

それぞれに再掲するものとする。  

エ  「リネンサプライ業」とは、クリーニング業法（昭和２５年法

律第２０７号）第２条第１項の繊維製品を使用させるために貸与

し、又は使用済み後はこれを回収して洗たくし、更にこれを貸与

することを繰り返して行う営業をいう。  

オ  「特定洗濯物取扱施設」とは、クリーニング業法第３条第３項

第 ５号 に 規 定 す る 伝染 性 の 疾 病 の 病原 体 に よ る 汚 染の あ る もの

として厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う営業をいう。  

カ  「無店舗取次店」のうち、特定洗濯物を取扱う場合にあっては、

「特定洗濯物取扱」に再掲するものとする。  

キ  「閉鎖命令」及び「営業停止」には、クリーニング業法第１１

条に基づく閉鎖命令及び営業停止を行った件数を計上する。  

ク  「措置・改善命令数」には、クリーニング業法第１０条の２に

基づく措置命令を行った件数を計上する。  

（６）免許関係  

ア  「業務停止」には、理容師については理容師法第１０条第２項 、

美容師については美容師法第１０条第２項、クリーニング師及び

クリーニング従事者については、クリーニング業法第９条に基づ

く業務の停止を行った件数を計上する。  

イ  「報告及びその他の連絡事項」には、種別の変更、指導票交付、



処分等の内容、事故の報告、講習会等を一括して記載するものと

する。その際、その業種を明記してから内容を記載すること。  

   

（７）墓地等  

ア  「施設数」、「許可処分件数（新規、変更、許可）」、「事前指導

調査件数」は、当期の数とする。  

イ  「事前指導調査件数」には、相談（対面）等の数を延べ件数と

して計上する。  

ウ  「調査立入」には、標識設置報告、事前協議申請、許可申請及

び変更届等に伴う現地調査、墓地等設置計画予定地及び墓地等周

辺 の調 査 並 び に 無 許可 墓 地 等 に 関 する 現 地 調 査 等 の件 数 を 計上

する。  

エ  「許可取消」、「使用禁止」及び「改善命令」には、墓地、埋葬

等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第１９条に基づく許

可取消等の処分を行った件数を計上する。  

（８）建築物環境衛生関係  

ア  「もっぱら事務所」とは、もっぱら事務所の用途に供される特

定建築物として届出を受けた施設をいう。  

イ  「廃止施設数」は、建築物における衛生的環境の確保に関する

法律（昭和４５年法律第２０号）（以下、「建築物衛生法」という。）

第 ５条 第 ３ 項 の 規 定に よ り 特 定 建 築物 に 該 当 し な くな っ た とし

て届出のあった施設数とする。  

ウ  「施設数」、「新規施設数」、「廃止施設数」は、（  ）内に公共

施設の件数をそれぞれ再掲する。  

エ  「立入検査数」の「全」は 、通常の立入検査数とし、「書類」

は、維持管理書類の確認を行った検査数とする。  

オ  「処分等の件数」のうち 、「改善命令」、「使用停止・制限」に

は、建築物衛生法第１２条に基づく改善（措置）命令、建築物ま

た は 関 係 設 備 の 使 用 停 止 及 び 使 用 制 限 を 行 っ た 件 数 を 計 上 し 、

「改善勧告」には、建築物衛生法第１３条第３項に基づく改善（措

置）の勧告を行った公共施設の件数を計上する。また 、「指導票

交付」は、「千葉市特定建築物等立入検査実施要領」に基づく「特

定建築物立入検査指導票」を交付した施設数とする。  

カ  「被指導施設数」は、建築物衛生法第３条の規定により、多数

の者が使用し又は利用する建築物の維持管理について 、環境衛生

上 の正 し い 知 識 の 普及 及 び 相 談 又 は指 導 を 保 健 所 が行 っ た 施設

数とする。なお、同一建築物について同時に知識の普及及び相談

又は指導を行った場合は「１」と計上する。また立入検査も兼ね

て、この指導等を行った場合には、「立入検査数」と「被指導施

設数」にそれぞれ「１」と計上する。  



（９）建築物管理事業登録関係  

ア  「登録営業所数」は建築物衛生法第１２条の２第１項の規定に

より登録されている営業所の四半期末時点での件数を計上する。 

イ  「登録件数」は建築物衛生法第１２条の２第１項の規定により

登録した営業所の件数を計上する。  

ウ  「登録廃止件数」は建築物における衛生的環境の確保に関する

法律施行規則（昭和４６年厚生省令第２号）第３３条第１項の規

定 によ り 事 業 を 廃 止し た 旨 届 出 の あっ た 営 業 所 の 件数 を 計 上す

る。  

エ  「登録取消件数」は建築物衛生法第１２条の４の規定により登

録を取り消した営業所数を計上する。  

オ  「登録有効期間満了件数」は事業登録の有効期間が満了した営

業所数を計上する。  

カ  「立入検査結果」は、「設備」、「帳簿書類」及び「その他の検

査」ごとに調査件数及び不適件数を計上する。  

キ  「指導票交付件数」は、「千葉市建築物環境衛生事業登録営業

所立入検査実施要領」に基づく「建築物衛生事業登録営業所 指導

票」を交付した営業所の数とする。  

（ 1 0）遊泳用プール施設関係  

ア  全部の項目で、通年プール施設数を（  ）内に再掲する。  

イ  「改善勧告」は、「千葉市遊泳用プール検査指導要領」に基づ

く「プール検査指導票」を交付した施設数とする。  

ウ  「事故報告」は、営業者等から保健所長に報告があった件数と

する。  

（ 11）温泉  

ア  エクセルファイルに入力し、提出する。  

イ  温泉利用について、「施設数」には温泉法（昭和２３年法律第

１２５号）第１５条第１項の規定による許可施設数の四半期末時

点での件数を計上する。  

ウ  「 指 導 票 交 付 」 は 、「 千 葉 市 温 泉 立 入 検 査 要 領 」 に 基 づ く    

「温泉利用施設立入検査指導票」を交付した施設数とする。  

エ  「許可取消」は、温泉法第３１条第１項に基づき温泉利用許可

の取消しを行った件数を計上する。  

  オ  経 由 事 務 と し て 、「 土 地 の 掘 削 」、「 増 屈 ・ 動 力 」、「 天 然 ガ ス    

濃度」及び「温泉の採取」には、各申請及び届出を受理し、千葉

県に進達した件数を計上する。  

５  作成方法  

  別添「作成方法（フロー）」のとおり  

 この要領は、平成１３年度第１四半期分から適用する。  

附  則  



この要領は、平成１９年１月４日から施行する。  

  附  則  

この要領は、平成２０年７月１日から施行し、平成２０年度第１四

半期分から適用する。  

附  則  

 この要領は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度第１四  

半期分から適用する。  

附  則  

 この要領は、平成３０年６月 １５日から施行し、平成３０年度第 １  

四半期分から適用する。  

附  則  

 この要領は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度第１四半期分

から適用する。  



作成方法（フロー）  

 

１  作成  

 

【興行場、旅館、公衆浴場、確認三法、免許関係、墓地等】  

（環境衛生営業指導システム）  

 

    帳票出力メニュー  

       ↓  

     四  半  期  報  

       ↓  

 ＜四半期報帳票出力指示画面＞  

○  区分、期を選択  

○  年度を入力（当該年月を入力すると、年度に変換される）  

       ↓  

       登録   

       ↓  

       印刷   

 

 

 

【特定建築物、建築物管理事業登録 、遊泳用プール】  

（環境衛生施設指導システム）  

 

    帳票出力メニュー  

       ↓  

     四  半  期  報  

       ↓  

    ＜四半期報出力＞  

○  区分、期、地域を選択  

○  年度を入力（当該年月を入力すると、年度に変換される）  

       ↓  

       登録   

       ↓  

       印刷   

 

 



２  直接入力  

 

【興行場、旅館、公衆浴場、確認三法、免許関係、墓地等】  

（環境衛生営業指導システム）  

 

    データ入力メニュー  

       ↓  

    四  半  期  報  修  正  

       ↓  

  ＜四半期報データ修正画面＞  

○  統計データ一覧から修正する期をダブルクリックで選択  

○  区分を選択  

       ↓  

       O K   

       ↓  

○  帳票を修正（合計は自動計算）  

 

 

 

【特定建築物、建築物管理事業登録、遊泳用プール】  

（環境衛生施設指導システム）  

 

    データ入力メニュー  

       ↓  

    四  半  期  報  修  正  

       ↓  

   ＜四半期報データ入力＞  

○  統計データ一覧から修正する期をダブルクリックで選択  

○  区、修正対象を選択  

       ↓  

       O K   

       ↓  

○  帳票を修正（合計は自動計算）  

 

 

 


